
水道水の水質について 

 

１．水質検査（水道法第 20条の規定に基づく定期水質検査の内容） 

ア） １日１回以上の検査 

色、濁り、消毒の残留効果の３項目。通常状態と変わりないことを確認す

る意味合いの検査。（浄水場の毎日点検、管末での残留塩素値の確認） 

イ） 水質基準項目（51項目）の検査（表１参照） 

① 1か月に 1回以上の検査 

水質基準の基本的性状を示す 9 項目(一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、

有機物量、pH、味、臭気、色度、濁度) 

② 3か月に一回以上の検査 

原則、水質基準の全項目。過去の検査の結果や水源の状況等を勘案し、状

況に応じて検査頻度の緩和や検査の省略が可能。 

※原水の水質変化が大きくないと認められた場合は、以下の条件で検査回

数を減らすことができます（過去 3 年間で水源の種別、採水地点および

浄水方法の変更があった場合は除く）。 

・過去 3年間の検査結果が基準値の 2/10以下の場合は、1年に 1回以上に

省略できます。 

・過去 3年間の検査結果が基準値の 1/10以下の場合は、3年に 1回以上に

省略できます。 

 

表 1 水道水質に関する基準 

№ 項   目 基   準 備  考 

１ 一般細菌 100以下 
病原生物 

健
康
に
関
す
る
項
目 

２ 大腸菌 検出されないこと 

３ カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 

有害金属類 

４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L 以下 

５ セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 

６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 

７ ヒ素及びその化合物 0.01mg/L 以下 

８ 六価クロム化合物 0.02mg/L 以下 

９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L 以下 

有害有機物 

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L 以下 

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L 以下 

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L 以下 

14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 

15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

資料NO.２



16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

17 ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

19 トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

20 ベンゼン 0.01mg/L 以下 

21 塩素酸 0.6mg/L 以下 

消毒副生成物 

22 クロロ酢酸 0.02mg/L 以下 

23 クロロホルム 0.06mg/L 以下 

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下 

26 臭素酸 0.01mg/L 以下 

27 総トリハロメタン 0.1mg/L 以下 

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L 以下 

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下 

30 ブロモホルム 0.09mg/L 以下 

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下 

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L 以下 

金属類 

性
状
に
関
す
る
項
目 

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L 以下 

34 鉄及びその化合物 0.3mg/L 以下 

35 銅及びその化合物 1.0mg/L 以下 

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L 以下 

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L 以下 

38 塩化物イオン 200mg/L 以下 

無機物質 39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L 以下 

40 蒸発残留物 500mg/L 以下 

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下 有機物質 

42 ジェオスミン 0.00001mg/L 以下 
臭気物質 

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L 以下 

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下 

有機物質 45 フェノール類 0.005mg/L以下 

46 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量) 3mg/L 以下 

47 pH 値 5.8以上 8.6 以下 

基礎的性状 

48 味 異常でないこと 

49 臭気 異常でないこと 

50 色度 5 度以下 

51 濁度 2 度以下 

 

本市は 33箇所の浄水場を保有しており、全箇所においてそれぞれ水質検査を

実施している。令和 3年度の各浄水場の運転実績と水源種別を表２に示す。 

本市における水源別の送水量の約 60％を地下水が占めている。地下水は河川

水やダム水と比較し、水質や温度が安定している。また、地中で自然にろ過され

比較的水質が良好なことから、浄水に掛かる費用を抑えることができる。 

なお、本市における年間の水質検査費用は約 16,000千円である。 

  



 

２．水道水の残留塩素濃度について 

水道水は水道法で塩素消毒が義務づけられており、給水栓において消毒効果

を持たせるために残留塩素を一定以上（遊離残留塩素で１ℓあたり 0.1 ㎎）保

持しなければならないことが定められている。このため、浄水場等で塩素濃度

を調整している。本市は浄水場が 33 箇所あり、水質、浄水方法や給水区域の

条件が異なるが、浄水場内での残留塩素濃度は概ね 0.4～0.7 ㎎/ℓに調整して

いる。 

 

３．消毒副生成物とは 

安全な水道水を供給するためには塩素による消毒が欠かせないが、水道水中

に含まれている塩素と有機物(フミン質)が反応して消毒生成物が発生する。生

成量は水温や有機物の量、水の滞留時間、残留塩素量によって左右される。 



水質検査の対象とされる消毒副生成物は 12 項目あり(表１参照)、うち 23.

クロロホルム・25.ジブロモクロロメタン・29.ブロモジクロロメタン・30.ブ

ロモホルムの４項目は『トリハロメタン』と称され、４項目を総和したものを

『27.総トリハロメタン』という。 

トリハロメタンは人に対する発がん性の可能性や肝臓や腎臓に悪影響を及

ぼす恐れのある物質である。 

 

４．おいしい水とは 

水の美味しさは様々な条件で左右されるが、『おいしい水研究会』（厚生労

働省）の発表によると蒸発残留物など７つの項目がその要件とされている。

表３のとおり下熊谷第１水源地と新越戸浄水場の検査結果から、概ね『おい

しい水』と評価される!? 

しかし、水は温度によって味の感じ方が大きく異なるため、季節や好みに

合わせた温度設定をおすすめします。 

 

表 3 おいしい水の水質要件と水質検査結果 (単位：mg/L) 

水 質 項 目 水 質 基 準 値 おいしい水の要件 下熊谷第１水源地 新越戸浄水場 

蒸発残留物 
硬  度 
遊離炭酸 
有機物等 
臭 気 度 
残留塩素 
水  温 

500以下 
300以下 

― 
3以下 

 
― 
― 

30～200 
10～100 
3～30 
3 

3以下 
0.4以下 

最高 20℃以下 

75 
27.8 
― 
0.4 
― 

0.3未満 
― 

72 
21.3 
― 
0.5 
― 
0.27 
― 

 

※水質試験結果は雲南市のホームページで公開しております。 

スマホ・タブレット等で下記 QRコードを読み取ってください。 

 


